
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

該当なし

口座振替申込書

含まない

－

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田２５１－１

給水装置使用者

水道料金等口座振替

愛川町長

水道事業所

愛川町給水条例第34条の規定に基づき徴収方法として
口座振替が認められているため

１水栓番号、２氏名、３住所、４水道使用水量、５水
道使用料金、６水道メーター設置場所



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考 ―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

個人情報ファイルの種別

  法第60条第2項第１号
　（電算処理ファイル）

  法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

政令第21条第7項に該当す
るファイル

　　　　  有　  無



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

給水装置使用者

使用水量点検事務

愛川町長

水道事業所

愛川町給水条例第30条による料金の算定を適切に行う
ため

１水栓番号、２氏名、３住所、４水道使用水量、５水
道使用料金、６水道メーター設置場所

職員及び検針員による訪問

含まない

(有)内陸商事
(株)両毛システムズ

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田２５１－１

該当なし



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

  法第60条第2項第１号
　（電算処理ファイル）

  法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

政令第21条第7項に該当す
るファイル

　　　　  有　  無

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

給水装置使用者、給水装置所有者

給水関係管理、各種届出、水道料金調定管理、水道料
金等収納管理、水道使用料金等滞納整理管理システム

愛川町長

水道事業所

愛川町水道事業給水条例第18条の規定に基づき、給水
契約を締結するため及び同条例第30条による料金の算
定を適切に行うため

１水栓番号、２氏名、３住所、４電話番号、５水道使
用水量、６水道使用料金、７取引不納事由

職員及び検針員による訪問

含まない

(株)両毛システムズ
下水道課

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田２５１－１

該当なし



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備　　　考

個人情報ファイルの種別

  法第60条第2項第１号
　（電算処理ファイル）

  法第60条第2項第２号
（マニュアル処理ファイ
ル）

政令第21条第7項に該当す
るファイル

　　　　  有　  無

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）


